仕　　様　　書

	件　　名
	京都市保健福祉局横大路倉庫機械警備業務委託

	契約期間
	令和８年４月１日　～　令和１３年３月３１日

	契約条件
	　京都市（以下「発注者」という。）は、京都市保健福祉局横大路倉庫（以下「横大路倉庫」という。）（京都市伏見区横大路　千両松町148－1　災害物資搬送センター内　別紙【災害物資搬送センター２階見取図】の倉庫４、荷捌場２）における機械警備業務について受託警備業者（以下「受注者」という。）と契約し、横大路倉庫の保全について仕様書に定める事項を遂行させるものとする。
１　総則
⑴　受注者は、本業務の履行にあたって、京都市契約事務規則並びに関係法令等を遵守するとともに、本仕様書に基づき誠実に行うこと。
　なお、本仕様書に定めのない細部事項又は疑義が生じた場合は、受注者は誠意をもって発注者と協議し、その決定に従うこと。その他については、発注者の解釈によるものとする。

⑵　受注者がその履行に際し、本仕様書に従わないときは、業務の全部又は一部の中止を命じることがある。この場合、受注者に損害を生じることがあっても、発注者は一切その責を負わない。

⑶　受注者は本業務の履行にあたり、建物その他の物件に損傷を与えないよう十分に配意するとともに、万一損傷を与えた場合は、受注者の責任において適切な処置を講じること。ただし、警備業務上やむを得ない事情があるときは両者協議の上決定する場合がある。

２　機械警備業務

　受注者は、横大路倉庫が、常に安全で良好な状態で機能するために、警備機器を設置し機械警備するものとする。また、緊急時には警備員等を派遣して保全業務を実施するものとする。

⑴　業務内容

　受注者は横大路倉庫にかかる防犯業務及び火災監視業務を行うものとする。
ア　防犯業務とは、盗難及びその他の不良行為の予防若しくは早期発見及びその拡大防止の為の業務をいう。

イ　火災監視業務とは、火災異常の監視業務並びに火災異常を受信した時における消防機関への通報業務及び緊急対処の業務をいう。

　⑵　警備機器
　受注者は、警備業務の実施のために必要な警備機器及びこれに付帯する一切の設備を取り付けるとともに、警備機器について常に正常な機能を維持するものとする。ただし、既に消防関係法令の技術基準どおり設置されている自動火災報知設備は警備機器の一部として取り扱う。
ア　警備機器の設置場所、機器の種類及び個数などは発注者と協議決定し設置する。

イ　警備機器の設置に要する経費は委託契約に含まれるものとする。

ウ　警備機器の機能として、回線については当該施設の発注者所有の電話回線を使用すること。ただし、受注者の負担で設置する専用回線でも可とする。
　また、警備機器のセット解除はカードによる方式とし、カードを紛失した場合は他のカードを有効のまま紛失カードは使用不能登録ができるものであること。
　⑶　警備業務時間

  警備機器が有効に作業できるようにセットされている前提条件で、終日とする。

　⑷　業務活動及び業務報告

　受注者は異常事態が発生したことを感知したときは、迅速に緊急要員を現場急行させ、その内容を確認し、異常事態に対応するとともに、発注者に連絡し、後日文書をもってその経過説明及び詳細な報告を行うものとする。
３　警備業者の責務

受注者との契約内容について、次の内容の責務が課せられたものとする。

⑴　受注者の責任に帰すべき理由により発生した損害に対する賠償の額は１０億円を限度とする。

⑵　契約が終了した際、受注者の負担により、施設に取り付けた警備機器を速やかに撤去すること。

４　契約の解除

　発注者は受注者が仕様書基準に従わない場合は、年度途中であっても契約を解除することができる。

５　支払い
　受注者からの請求に基づき、年２回（上半期分、下半期分）に分割して支払う。
受注者は、請求の際、半期ごとの業務完了届を提出すること。
６　特定長期継続契約に係る特約事項

　（予算が減額された場合等の途中解約）

⑴　発注者は、翌年度以降において横大路倉庫警備委託料に係る歳出予算の金額について減額又は削除の場合や横大路倉庫使用中止等の場合は、この契約を解除することができる。

⑵　前項の規定により発注者がこの契約を解除した場合において、受注者は発注者が翌年度以降に支払いを予定していた委託料を請求することができない。

⑶　受注者は、⑴の規定により発注者がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、発注者に請求することはできない。





